


県北都市計画地区計画の決定計画書（案）


（下成田地区計画）




(桑折町決定)


１．計画書

県北都市計画地区計画の決定（桑折町決定）

都市計画下成田地区計画を次のように決定する。
	名称
	下成田地区計画

	位置
	伊達郡桑折町大字成田字小峯、字小峯前、字堰上、字堰下、字引地、字下宿、字円久寺、字坊ノ内、大字松原字橋本、字千苅田の各一部

	面積
	約13.4ha

	区域の整備・開発及び保全の方針
	地区計画の目標
	本地区は桑折町の西部に位置し、市街化区域端部から約170ｍと近接し、県道124号飯坂桑折線沿いに広がる田園地に囲まれた農村集落地区である。
本計画は、集落内の人口減少及び高齢化も顕著であることから、地域コミュニティの維持・回復を図ることにより活力ある農村集落環境の形成を図ることを目標とする。

	
	土地利用の方針
	ゆとりある戸建住宅を主体とした土地利用を図ることにより活力ある農村環境と良好な住環境の調和した農村集落を創出する。

	
	地区施設の整備方針
	健全な既存農村集落環境の維持を図るため、既存の道路や給排水施設を有効活用し、これらの施設の機能維持・保全を図る。

	
	建築物等の整備方針
	良好な農村集落環境の維持・向上を図るため、周辺家屋と著しく異なる色彩又は装飾の建築物を避け、集落環境に調和したゆとりある住環境の形成を図る。

	備考
	福島県都市計画法施行条例の規定に基づく、都市計画法第34条第11号の関連である。


「区域は計画図表示のとおり」
理　由：
　本地区計画は、市街化区域に近接する市街化調整区域の既存集落において、区域内の未利用地及び遊休地等を有効利用することによって、既存農村集落の改善とゆとりある良好な住環境を創出し、地域コミュニティの維持・回復を図るために都市計画を決定しようとするものです。




２．都市計画の決定に係る土地の区域

　１　都市計画を決定する土地の区域
　　　福島県伊達郡桑折町のうち
　　　　大字成田 (なりた)字小峯 (こみね)、字小峯前 (こみねまえ)、字堰上 (せきうえ)、字堰下 (せきした)、字引地 (ひきち)、字下宿 (しもじゅく)、字円 (えん)久寺 (きゅうじ)及び字坊ノ内 (ぼうのうち)の各一部の区域
　　　　大字松原 (まつばら)字橋本 (はしもと)及び字千 (せん)苅田 (がりた)の各一部の区域




３．計画説明書
　（１）地区計画の目標
本地区は桑折町の西部に位置し、市街化区域端部から約170ｍと近接している。
地区の東には産ヶ沢川が流れ、地区の南側を県道124号飯坂桑折線が東西に横断する地理的条件であり、果樹園や田を主体とした緑豊かな農地に囲まれた農村集落地区である。
本地区は、下記表１に整理した国勢調査の結果に見られるとおり、集落を含む周辺地域の人口減少及び高齢者数の増加が進みつつある地域であり、地域住民からも集落の維持や集落活力の低下が危惧されている。
このようなことから、地域コミュニティの維持・回復を図り、さらに周辺環境に調和した活力ある農村集落の形成を図ることを目標とする。
【表１：人口、世帯数及び高齢化率の推移】
	
	平成27年度
	令和2年度
	増減

	本地区を含む
自治区の区域
	人口（人）
	321
	293
	-28

	
	世帯数（世帯）
	93
	91
	-2

	
	高齢化率（％）
	34.0
	35.2
	1.2

	桑折町全体
	人口（人）
	12,271
	11,459
	-812

	
	世帯数（世帯）
	4,276
	4,194
	-82

	
	高齢化率（％）
	34.8
	37.9
	3.1


(出典：国勢調査　小地域集計)
　（２）地区計画の対象区域
　　本地区計画は、以下の要件に該当する区域として、別紙計画図面のとおり地区計画を定める。
　　・都市計画法第12条の5第1項第2号ハ
健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域

（３）地区計画に定める事項
　　本地区計画においては、以下の項目を「区域の整備・開発及び保全の方針」として定める。
　　「区域の整備・開発及び保全の方針」
　　　①地区計画の目標
　　　②土地利用の方針
　　　③地区施設の整備方針
　　　④建築物等の整備方針
なお、「福島県都市計画法施行条例」に基づく都市計画法第34条11号の区域指定に沿って地区計画を定めるものであり、福島県知事が同時に定める「区域指定」を基準とする。




（４）地区計画に定める土地所有関係
　本地区計画区域における筆数及び所有権者数は、下記のとおりである。
　　　・筆　　　数　２６１筆（国・県・町有を除く）
・所有権者数　　９６人（国・県・町有を除く）（共有者を含む）

（５）地域の公共施設や生活利便施設
	区分
	施設名称

	
	

	教育施設等
・小学校
・放課後児童保育
	
・睦合小学校
・むつあい子どもクラブ

	集会所、公民館等
	・睦合公民館
・下成田集会所

	消防
	・第１分団第２部屯所

	JA
	・ふくしま未来農業協同組合　睦合地区拠点



